
川崎町公告第３号 

 

町有地公売の入札について 

 

このことについて、下記により一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

 

令和８年１月 21日 

 

川崎町長 小山 修作    

 

１ 入札に付する事項 

番号 所在地 種類 地目 面積（㎡） 
用途

地域 

建ぺい率 

（％） 

容積率 

（％） 
備考 

① 
川内字細工小屋 116-1 

117-3 
土地 宅地 

1,505.61 

4.03 
なし 70 200 釜房湖自然環境 

保全地域内 
② 川内字細工小屋 121-1 土地 宅地 1,539.16 なし 70 200 

最低売却価格…①4,184,000円、②4,266,000円 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

①日本国内に在住する個人または事務所等が所在する法人 

②地方自治法施行令第１６７条の４の各項に該当しないこと 

③暴力団関係者でないこと 

④居住又は所在する市町村税に滞納がないこと 

 

３ 入札参加の申請等  

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければなりません。  

 （1）提出書類  

① 町有財産（土地）一般競争入札申込書（第 1号様式） 

② 居住または所在する市町村の税の未納がない証明またはそれに準ずる書類 

③ 身分証明書の写し（法人の場合は法人登記簿謄本） 

 

 （2）受付期間及び提出場所等  

① 受付期間：令和８年１月 22日（木）から２月 13日（金）まで 

② 受付時間：平日の午前９時から午後５時まで 

③ 提 出 先：〒989-1592川崎町大字前川字裏丁 175－1 

川崎町役場２階総務課 

④ 提出部数：正本１部を持参ください。（郵送不可）  

※川崎町の公式ホームページよりダウンロード可能です。ダウンロードによる入手が



できない場合は、川崎町役場２階総務課にお越しください。 

 

４ 売払い案内に関する質問 

売払い案内等について質問がある場合は、町有地売払いに対する質問・回答書（様式６号）

により持参、郵送又はＦＡＸで総務課に提出してください。 

なお、質問書に対する回答は、質問者のみに書面により行います。 

（1）質問の受付期間及び時間：令和８年１月 22日（木）から２月９日（月）まで 

（2）質問回答書の期日：令和８年２月 10日（火）を目安に回答します。  

 

５ 現地見学のご案内 

  現地確認を希望される方は担当課へご連絡ください。 

  

６ 入札執行の日時及び場所  

（1）日 時：令和８年２月 20日（金）午前９時より 

（2）場 所：川崎町山村開発センター２階 研修室（役場庁舎に向かって右隣） 

 

７ 入札の失格、無効等 

（1）入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者のした入札は失格又は無効とし、失格、無効の入札を行った者を落札者と

していた場合には、落札決定を取り消します。 

（2）落札候補者が入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満

たさなくなった場合は、当該落札候補者のした入札は、効力を失います。 

（3）契約締結後において、(1)又は(2)により入札が無効となることが明らかになった場合

は、川崎町の指示に従わなければなりません。 

 

８ 入札の方法 

（1）入札参加資格者は、入札参加申込受付書(様式２号)を当日持参し、入札担当者の確認

を受けてください。 

（2）郵送や電送による入札は認めません。 

（3）入札に際し、入札関係者以外の立ち合いは特別の理由がある場合を除き認めません。 

（4）代理人をもって入札をする者は、入札の前に入札に関する委任状を提出しなければな

りません。 

（5）入札書の記入には、必ず黒色のボールペン又はインクを使用し、入札者の氏名を表記

し、入札執行者が指示する時刻までに入札箱に投函しなければなりません。 

(6) 次の場合は入札が無効となります。 

①入札に参加する資格のない者のした入札 

②入札者が入札に際して不正な行為をしたとき 

③他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をしたとき 

④同一事項の入札について、２通以上の入札書を投じた場合 

⑤入札書に記名・押印がないとき、その他必要な事項を確認できないとき 



⑥金額を訂正した入札書 

⑦金額を訂正し、訂正印のない入札書 

⑧最低売却価格を下回る金額での入札 

 

９ 入札の辞退 

（1）入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 

（2）入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出てください。 

① 入札執行にあっては、入札辞退届を総務課に直接持参し又は、書留郵便（入札執行

の前日までに到着するものに限る。）により提出してください。 

② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直

接提出してください。 

 

10 入札の延期等 

（1）入札前において、天災事変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延

期し、又は取り止めることがあります。 

（2）入札参加者が不穏の行動を示す等入札を公正に執行することができないと認められる

ときも前項と同様とします。 

 

11 開 札 

（1）開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立合で行います。 

（2）入札者又はその代理人が１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効とし

て取扱われますが、再度入札を行うこととなった場合には、入札参加者は、再度入札を

辞退したものとして取扱います。 

（3）入札金額の読上げについては、失格及び無効以外の最高入札金額のみについて行いま

す。 

 

12 落札者の決定方法 

最低売却価格以上の価格をもって有効な入札をしたもののうち、最も高い者を落札者とし

ます。 

落札者を決定したときは、その結果を川崎町役場１階の掲示板に公表するとともに、当該

落札候補者に落札決定した旨を通知します。 

なお、落札となるべき最も高い入札をした者が２者以上ある時は、入札価格が高い者を落

札候補者とし、入札価格が同じ場合は、くじ引きにより落札候補者を決定します。 

 

13 契約保証金  

契約締結時に契約金額の 100分の 10以上の額を納付してください。 

 

14 売却代金 

（1）落札者は、契約締結後と同時に発行する納入通知書により令和８年３月 27日までに売

却代金を一括で納入してください。 



 （2）落札者が売却代金を納付期限までに納付しない場合は、その権利を失います。 

 

15 権利移転に伴う費用及び手続 

  権利移転に係る登記は川崎町が行いますが、移転にかかる費用（登録免許税）は買主が負

担することとします。 

 

16 その他入札に参加する者に必要な資格に関する事項等 

  川崎町暴力団等排除措置要綱（平 20年 11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは入札に参加することはできません。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行っ

た行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなします。 

（1）入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並

びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有

する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。

以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 11号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 

（2）入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利

益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力

団（以下「暴力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これ

と関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴

力団関係者」という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。 

（3）入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係

者（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認め

られる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持

運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（4）入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

（5）入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、こ

れと取引きしたり、又は不当に利用していると認められるとき。 

 

17 その他 

契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

 

18 担当課 〒989-1592 

宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁 175－1 

川崎町役場 総務課 TEL 0224-84-2111(内 1212)、FAX 0224-84-6789 

 



【落札者決定までの日程】 

手 続 等 期間・期日・期限 場 所 等 

入札公告 令和８年１月 21日(水) 
役場１階及び外の掲示板、町公式 

ホームページ及び広報紙 

質問の受付 
令和８年１月 22日(木)から 

令和８年２月９日(月)まで 

川崎町大字前川字裏丁 175-1 

役場 総務課 

現地見学会 希望がある場合随時実施します。 担当課までお問い合わせください 

質問の回答 令和８年２月 10日（火）を目安 メール又はファクシミリ施行 

入札参加申請 
令和８年１月 22日(木)から 

令和８年２月 13日(金)まで 

川崎町大字前川字裏丁 175-1 

役場 ２階 総務課 

入札執行日 
令和８年２月 20日(金) 

午前９時から 

川崎町大字前川字裏丁 175-1 

山村開発センター ２階 研修室 

入札結果の公表 
令和８年２月 24日(火) 

掲示板公表及び選定者へ通知 

川崎町大字前川字裏丁 175-1 

役場 １階 掲示板 

川崎町公式ホームページ掲載 

契約締結 令和８年２月 27日（金） 
川崎町大字前川字裏丁 175-1 

役場 ２階 総務課内 

売却代金の納期限 令和８年３月 27日（金） 
川崎町大字前川字裏丁 175-1 

役場内ほか 

所有権移転登記 令和８年４月 29日（金）まで  

 

 


